
国際人権 A規約第 13 条問題特別委員会のこれまでの取り組み 

   

大学評価学会では、設立当初から「国連社会権委員会 2006年問題特別

委員会」を設置し、学費問題に取り組んできました。この委員会は現在

「国際人権 A規約第 13 条問題特別委員会」と改称し、研究活動と関係

機関への要請を進めています。 

【国際人権Ａ規約第 13条の会との共同での要請行動】 

 （『大学評価学会通信』第 24号 2010年 6月 掲載記事） 

【意見書・要請書・声明文】 

2004年 6月 「『2006年問題』に関する文部科学省への要請書」 

2007年 7月 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・政
府報告に関する意見」 

2010年 3月 内閣総理大臣宛「国際人権Ａ規約の 13条 2項Ｃの
留保撤回に関する要請書」 

2012年 3月 「『無償教育の漸進的導入』に関する韓日米共同声明」
（↑上記声明文参照） 

【「無償教育の漸進的導入」に関する韓日米共同声明】 

2004年に設立された私たち大学評価学会（日本）は，「国際人権 A 規約第 13条問題

特別委員会」を設けて「無償教育の漸進的導入」に係る活動を様々に展開してきた。 

１） 国際人権 A規約第 13条には，(a)義務教育は無償であるとともに，(b)中等教育及

び(c)高等教育にあっても「無償教育の漸進的導入」に努めるべきことが明記されて

いる。しかし，日本政府は，1979 年の批准から今日に至るまで(b)(c)項を留保し

たままである。日本政府は国際人権A 規約第 13条(b)(c)項の留保をすみやかに撤

回し，高等教育においても「無償教育の漸進的導入」を推進すべきである。 

２） 日本の高等教育予算はGDP 比率 0.6％に過ぎず，OECD参加国の中で韓国ととも

に最低レベルである（OECD 資料 2010年）。現在，大学授業料は国立校で約 54

万円，私立校で平均 85 万円であり，入学金や生活費等を合わせると一人年額 100

～200万円にもなっている。年収の低い家庭においては，大学進学を諦めたり，合

格しても中途退学したり，アルバイトで授業に出られない学生が増えている。にも

かかわらず，更なる大学学費の値上げと受益者負担の徹底が目論まれている。日本

政府は，高等教育に果たす国の責任を明確にし，高等教育予算をまずは OECD 国の

平均であるGDP比率 1.2％に上げるべきである。そして，授業料を思い切って半

額に値下げし，給与型奨学金を復活するなどして，家庭の経済的地位にかかわりな

く，学ぶ意思ある全ての者に大学の門戸を開き「学ぶ権利」を保障すべきである。 

2012.3.2. 大学評価学会「国際人権 A規約第 13条問題特別委員会」 

【関連論文・記事等】 

田中昌人「文部科学省を訪問して」（『大学評価学会通信』第 2号 04年 7月） 

2006年問題特別委員会「12.6懇談・要請についての報告」（『学会通信』第 2 号 05 年
2月） 

「13条の会と大学評価学会特別委員会が共同で要請行動を行いました」（→右記事参照） 

細川孝「高等教育までを含めた『無償教育の漸進的導入』を進めようー高校授業料の実質
無償化は『無償教育』に向けた第一歩―」（『ねっとわーく京都』2010年 6月号） 


